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厚生労働科学研究費補助金又は競争的資金制度全般に対する 
総合科学技術会議の指摘事項又は問題提起について 

（事務局まとめ） 
 
 
Ⅰ．「平成 19 年度概算要求における科学技術関係施策の優先順位付けについて」のう

ち、「平成 19 年度概算要求科学技術関係施策のうち厚生労働科学研究費補助金に

該当する施策について共通事項」（抜粋） 

１．多くの課題に細切れになっており、各施策の目的・内容を精査し、効率的運用の観点から

その再構築の検討を進められたい。 

２．規模を考えると、その実態及び再構築の検討方向を勘案しつつ、独立した配分機関にその

配分機能を委ねる方向で検討を進められたい。 

３．現在、取組中の交付時期の早期化の更なる促進と、間接経費の拡充に努められたい。 

４．公的研究費の不正使用等の防止に関する取組について（共通的な指針）」（平成 18 年総合科

学技術会議決定）に則った戸取組について具体的な検討を進めるなど、不正使用等の防止

に留意ありたい。 
 
 
Ⅱ．「科学技術の振興及び成果の社会への還元に向けた制度改革について」（抜粋） 

１．繰越明許費制度の活用促進及び周知徹底 

（１） 繰越事由の要件を現場に周知徹底するとともに、繰越の運用実態を各機関等が幅広く

共有するよう、取組を進める。 

２．研究費の交付時期の早期化 

（１） 研究費の継続分については、原則年度開始当初に交付する。 

（２） 厚労科研費について、９月時点で９割以上の交付決定通知を行うことを目標として、

その早急な実現に取り組む。 

（３） 厚労科研費の外部機関への研究費配分事務の移管（ＦＡ化）についても、利益相反の

疑いを招かない公平・透明なＦＡの在り方の検討を進めつつ、平成 22 年度の目途に

段階的に業務の移管を推進し、交付時期の更なる早期化に取り組む。 

３．公正で透明な資金管理体制の確立 

（１） 大学等研究機関においては、経費の管理・監査体制を整備し、公正で透明な資金管理

体制を確立する。 

資金配分機関においては、研究費配分ルール作りやその徹底、研究機関の責任の明確

化等を進めていく。また、公的研究費の使用に関する研究機関からの問い合わせに対

して、資金配分機関が迅速かつ分かりやすく回答する体制の整備に努める。 

研究機関、資金配分機関は「公的研究費の不正使用等の防止に関する取組について（共

通的な指針）」（平成 18 年 8 月 31 日総合科学技術会議決定）に基づき、上記取組を具

体的に推進する。 
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）
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厚生労働省所管の研究機関 

 

 

  １ 国立試験研究機関 

（1）国立医薬品食品衛生研究所 

（2）国立保健医療科学院 

（3）国立社会保障・人口問題研究所 

（4）国立感染症研究所  

 

  ２ 国立高度専門医療センターと一体化した研究機関 

   （1）国立がんセンター研究所 

   （2）国立循環器病センター研究所 

   （3）国立精神・神経センター神経研究所 

   （4）国立精神・神経センター精神保健研究所 

   （5）国立国際医療センター研究所 

   （6）国立成育医療センター研究所 

（7）国立長寿医療センター研究所  

 

  ３ 施設等機関（国立医療機関を除く。）と一体化した研究機関 

国立身体障害者リハビリテーションセンター研究所 

 

４ 独立行政法人研究機関 

（1）独立行政法人国立健康・栄養研究所  

（2）独立行政法人医薬基盤研究所 

（3）独立行政法人労働安全衛生総合研究所 
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平成１９年度科学技術関係 

予算（案）について 
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